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新型コロナウイルスワクチン接種について
問 基山町保健センター　☎９２－２０４５

　新型コロナウイルスのワクチンについて、国内でも医療従事者等に接種が開始されています。
　町でも国の示す優先順位に従って、安全かつ速やかに、希望する住民の皆様にワクチン接種ができるよう、現在
準備を進めているところです。情報がわかり次第、広報やホームページにてお知らせしていきます。
　新型コロナウイルス感染症のワクチンについては、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」
等もご覧ください。

▽接種の優先順位等について
　ワクチンは徐々に供給が行われる予定です。そのため、国は一定の接種順位を決めて、次のような順でワクチ
　ンを受けてもらう見込みです。
　（１）	 医療従事者等
　（２）	 高齢者（令和３年度中に 65歳に達する、昭和 32年４月１日以前に生まれた方）
　（３）	 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
　（４）	 それ以外の方

▽接種回数　２回接種
▽接種費用　無料
▽接種が受けられる場所　原則として、住民票所在地（基山町内）
　町の接種医療機関や集団接種会場についての詳細は、接種券に同封するチラシや広報等にてお知らせする予定です。
　なお、次のような事情のある方は、住所地以外で接種を受けることができる見込みです。具体的な手続き等は
　今後ご案内します。
　　・住所地以外の医療機関等に入院・入所されており、そこで接種される方
　　・お住まいが住所地と異なる方（単身赴任・下宿・里帰り出産等）

　　・基礎疾患の治療中にて、基山町外の医療機関で接種をされる 65歳未満の方

▽接種までの流れ
　（１）	 接種の時期より前に、町から「接種券」や「予診票」等が封書で届きます。
　（２）	 接種時期や接種会場をご確認の上、電話やインターネット等で予約をしてください。
　　　	 ※相談窓口のために町でコールセンターを開設予定です。開設しましたらお知らせします。
　　　	 　副反応等の専門的な相談窓口は、佐賀県が開設予定です（2月 15日時点）。
　（３）	 接種当日は、町から届いた「接種券」や「予診票」等必要なものを持参してください。

▽接種後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
　一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が、極めて
　稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種法
　に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。新型コロナウイルスワクチンの接種についても、
　同様に予防接種法に基づく救済を受けることができます。


